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東京都千代⽥区神⽥⼩川町３-26-８-２Ｆ 
株式会社ＷＡＣＵＬ 

      代表取締役社⻑ ⼤淵 亮平 
 

株式等売渡請求の承認に係る公告 

 
当社は、会社法（平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。）第 179 条第１項に

規定する特別⽀配株主である株式会社 TBS ホールディングス（以下「TBS ホールディング
ス」といいます。）から、2025 年６⽉ 12 ⽇付で、会社法第 179 条の３第１項の規定に基づ
き、当社の株主（TBS ホールディングスを除きます。）の全員（以下「本売渡株主」といい
ます。）に対し、その所有する当社株式の全部（以下「本売渡株式」といいます。）を TBS ホ
ールディングスに売り渡すことを請求（以下「本株式売渡請求」といいます。）するととも
に、当社の発⾏する本新株予約権（注）に係る新株予約権者の全員（以下「本売渡新株予約
権者」といいます。）に対してその所有する本新株予約権の全部（以下「本売渡新株予約権」
といいます。）を TBS ホールディングスに売り渡すことを請求（以下「本新株予約権売渡請
求」といい、本株式売渡請求と併せて「本株式等売渡請求」といいます。）する旨の通知を
受け、同⽇開催の当社取締役会において、本株式等売渡請求を承認することを決議いたしま
したので、社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号。その後の改正を含
みます。）第 161 条第２項及び会社法第 179 条の４第１項の規定により、下記のとおり公告
いたします。 
 
（注）「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。以下同じです。 
 
 ①2019 年 10 ⽉ 24 ⽇開催の当社取締役会の決議に基づき発⾏された第５回新株予約権

（⾏使期間は 2019 年 12 ⽉１⽇から 2029 年 11 ⽉ 30 ⽇まで）  
 
②2022 年４⽉ 28 ⽇開催の当社取締役会の決議に基づき発⾏された第６回新株予約権 
（⾏使期間は 2024 年４⽉ 29 ⽇から 2032 年４⽉ 28 ⽇まで）  
 
③2023 年６⽉ 23 ⽇開催の当社取締役会の決議に基づき発⾏された第７回新株予約権 
（⾏使期間は 2025 年６⽉ 24 ⽇から 2033 年６⽉ 23 ⽇まで） 
 
④2023 年６⽉ 23 ⽇開催の当社取締役会の決議に基づき発⾏された第８回新株予約権 



（⾏使期間は 2025 年６⽉１⽇から 2030 年５⽉ 31 ⽇まで）  
 
⑤2024 年６⽉ 27 ⽇開催の当社取締役会の決議に基づき発⾏された第９回新株予約権 
（⾏使期間は 2026 年６⽉ 28 ⽇から 2034 年６⽉ 27 ⽇まで） 

 
記 

 
１．特別⽀配株主の名称及び住所 

名称：株式会社 TBS ホールディングス 
住所：東京都港区⾚坂五丁⽬３番６号 

 
２．特別⽀配株主完全⼦法⼈に対して本株式売渡請求をしないこととするときは、その旨及

び当該特別⽀配株主完全⼦法⼈の名称（会社法第 179 条の２第１項第１号） 
該当事項はありません。 
 

３．本株式売渡請求により本売渡株主に対して本売渡株式の対価として交付する⾦銭の額
及びその割当てに関する事項（会社法第 179 条の２第１項第２号、第３号） 

TBS ホールディングスは、本売渡株主に対し、本売渡株式の対価（以下「本株式売渡
対価」といいます。）として、当該本売渡株主が所有する本売渡株式１株につき 502 円の
割合をもって⾦銭を割当交付いたします。 

 
４．本新株予約権売渡請求に関する事項（会社法第 179 条の２第１項第４号） 
（１）特別⽀配株主完全⼦法⼈に対して本新株予約権売渡請求をしないこととするときは、

その旨及び当該特別⽀配株主完全⼦法⼈の名称（会社法第 179 条の２第１項第４号イ）  
該当事項はありません。  

 
（２）本新株予約権売渡請求により本売渡新株予約権者に対して、本売渡新株予約権の対価

として交付する⾦銭の額及びその割当てに関する事項（会社法第 179 条の２第１項第４
号ロ及びハ）  

TBS ホールディングスは、本売渡新株予約権者に対して、本売渡新株予約権の対価（以
下「本新株予約権売渡対価」といいます。）として、その所有する本売渡新株予約権１個
につき 1 円の⾦銭を割当交付します。 

 
５．特別⽀配株主が本売渡株式及び本売渡新株予約権を取得する⽇（以下「取得⽇」といい

ます。）（会社法第 179 条の２第１項第５号） 
2025 年７⽉ 4 ⽇ 



 
６．その他の本株式等売渡請求に係る取引条件（会社法第 179 条の２第１項第６号、会社
法施⾏規則第 33 条の５第１項第２号） 

本株式売渡対価及び本新株予約権売渡対価は､取得⽇以降合理的な期間内に､取得⽇の
前⽇の最終の当社の株主名簿及び新株予約権原簿に記載若しくは記録された本売渡株主
及び本売渡新株予約権者の住所⼜は各本売渡株主及び本売渡新株予約権者が当社に通知
した場所において、当社による配当財産の交付の⽅法に準じて交付いたします。 

但し、当該⽅法により交付ができなかった場合には、当社の本店所在地にて当社が指定
した⽅法により（但し、本株式売渡対価及び本新株予約権売渡対価の交付について TBS
ホールディングスが指定したその他の場所及び⽅法があるときは、当該場所及び⽅法に
より）、本売渡株主及び本売渡新株予約権者に対する本株式売渡対価及び本新株予約権売
渡対価の⽀払いを⾏うものとします。なお、かかる⽀払いに関する当社⼜は TBS ホール
ディングスから本売渡株主及び本売渡新株予約権者に対する通知は、取得⽇の前⽇にお
ける最終の当社の株主名簿及び新株予約権原簿に記載若しくは記録された本売渡株主及
び本売渡新株予約権者の住所⼜は各本売渡株主若しくは本売渡新株予約権者が当社に通
知した場所に宛ててすれば⾜り、当該通知は、それが通常到達すべきであった時に到達し
たものとします。 

  
以上 


